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廃棄物減量等推進員制度について、説明動画を公開しています。 

下記のQRコードまたは、一宮市公式Webサイトの【廃棄物減量

等推進員（ページ ID:1044973）】のリンクから視聴できます。 

『一宮市廃棄物減量等推進員の皆様へ』 



一宮市廃棄物減量等推進員制度について

１．推進員制度とは

 市民と行政が連携をとりながら、地域における廃棄物の適正な分別・排

出及び再生利用の促進ならびに環境意識の普及啓発を図り、地域での一般

廃棄物の減量及び生活環境の保全に関する活動を行っていただくため、町

内会等からの推薦に基づき、ごみ減量・リサイクルや環境美化の推進のた

めの地域のリーダーとして、本市が委嘱してボランティアとして活動して

いただく制度です。

（廃棄物減量等推進員） 

第５条の８ 市町村は、社会的信望があり、かつ、一般廃棄物の適

正な処理に熱意と識見を有する者のうちから、廃棄物減量等推進

員を委嘱することができる。 

２ 廃棄物減量等推進員は、一般廃棄物の減量のための市町村の施

策への協力その他の活動を行う。 

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」（昭和４５年法律第１３７号）

（１）「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」のなかで「廃棄物減量等

推進員」として位置づけられており、本市では平成５年度から規

程を定めて実施しています。

（２）推薦は、各町内会から推薦を受けた方で、人数制限はありません。

（３）任期は１年とし、再任は妨げません。

（４）推進員活動の研究や連絡調整を行うため、連区ごとに町会長連区

代表者及び推進員で構成する推進員会を設置し、会長は町会長連

区代表者とします。

（５）ボランティア活動との観点から手当については、ありません。

２．主な活動内容

（１）ごみ集積場所の維持管理について

町内のごみ集積場所の維持管理は、町内会にお願いしています。

町内でごみ集積場所を新設又は移動される場合は、事前に土地所有

者・近隣の方・町会長と協議をして、了解を得てから収集業務課（電

話 0586-45-7004）へ申し出てください。収集業務課との調整が

済みましたら、町内の皆様に回覧板・チラシ等で周知をお願いします。

なお、収集業務課に申し出がないままごみ集積場所を設置・移動さ

れた場合は、収集に支障が生じますので、必ず事前にご連絡ください。
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（２）ごみ集積場所等の分別・排出指導

町内の会合等の集まりにおいて、ごみの分別やリサイクルの方法な

どのご指導をお願いします。収集業務課から職員を派遣し、ごみの分

別などの説明をする「出前一聴」という制度があります。お申込みは

収集業務課へお願いします。

また、市では６種類のごみ集積場所の看板（3 ㌻参照）を用意して

おります。必要に応じてお申込みください。

（３）ごみ集積場所の違反ごみについて

指定ごみ袋以外の袋でごみを出している場合や分別がされてない

ごみは、違反ごみとして警告シールを貼り、出された方に理解してい

ただくため、次回の収集日まで回収せず、集積場所に残す対応をとっ

ています。

また、粗大ごみや家電４品目（テレビ、エアコン、洗濯機･衣類乾

燥機、冷蔵庫･冷凍庫）は、ごみ集積場所には出せません。特に家電

４品目は家電リサイクル法により、処分するのにリサイクル料金がか

かります。出された方に理解していただくため、警告シールを貼り、

１か月ほど集積場所に残す対応をとります。大変ご迷惑をお掛けしま

すが、ご理解ご協力をよろしくお願いします。

（４）不法投棄について

各町内の人目につかない場所やごみ集積場所等で不法投棄を見つ

けた場合は、以下の担当へご連絡ください。

※場所によって担当が異なります。

① ごみ集積場所・・・収集業務課（電話 0586-45-7004）

なお、ごみ集積場所に自転車の不法投棄があった場合は、最寄

の警察に届け出をして防犯登録･盗難届の確認をしていただき、

届け出がない場合は、収集業務課へご連絡をお願いします。

② 市が管理する道路・河川・用水・・・建設部維持課 

                （電話 0586-28-8638）

③ 市が管理する公園・・・まちづくり部公園緑地課 

                （電話 0586-28-8634）

※民地（私有地）に不法投棄があった場合は、民地の所有者の責任

において処理してください。市としては対応できませんのでよろ

しくお願いします。

（５）その他

ごみ出しの状況が悪いごみ集積場所につきましては、年２回、６月

と１０月に夜間パトロールを行っております。ご町内のごみ集積場所

で実施する場合は、推進員・町会長にご連絡いたします。
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※町会長からのお申出によりお渡ししています。

※一宮警察署の連名のものは、取付ける集積場所と取付け方法をご連絡

いただく必要があります。

ごみ集積場所の看板（全６種類）

〔大きさ…たて 45cm、よこ 60cm〕
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ごみ集積場所のカラス対策について

１．生ごみを減らす工夫をする

生ごみはカラスにとって「エサ」になります。

次のような工夫をして生ごみを減らすようにしてください。

（１）必要以上の量は買わない

（２）料理は作り過ぎない

（３）食べ残しをしない

（４）生ごみの水切りを徹底する

２．カラス除けネットを使用する

カラス除けネットはカラス対策に効果的な方法ですが、使い方によってはカラス

被害を防げない場合もあります。次のようなことに気をつけて使用してください。

（１）ネットは５mm 以下の細かい網目で、ごみ袋全体を覆うことができる大

きさのものにする。 

（２）ごみ袋はネット内にきっちりと納め、はみ出さないようにする。 

（３）ネットの端を水入りのペットボトルなどの重りで押さえ、めくれないよう

にする。  

◆ サンプルとしてのネットを年度毎に各町内に 2 枚ずつ用意しております。 

また、世帯数に応じて若干追加してお渡しできる町内会もあります。  

◆ 町会長からのお申出によりお渡しします。ただし、町会長が了承されてみ

えれば、推進員からのお申出をお受けいたします。町会長のお宅へ配送す

ることも可能ですが、その場合は2・3日お日にちをいただきます。

ごみ集積場所のカラス対策として、 

一宮市環境部の公式YouTube で動画を公開しています。 

下記のURL、二次元コード、またはYouTube で『一宮市 カラス対策』と 

検索すると視聴できます。ご参考ください。  

『ごみ集積場所のカラス対策～ネットの設置方法～』  

https://www.youtube.com/watch?v=5ZttV3fTdag

『ごみ集積場所のカラス対策～効果的なネットの使い方～』  

https://www.youtube.com/watch?v=QnRN7Dk3rrI
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【カラスネットの張り方例】

【悪い例】

カラス除けネットの効果的な使用方法はすき間を作らないことです。

ごみ袋をネットで包み込んですき間

を作らないようにする。

水の入ったペットボトルを重りに

してすき間を作らないようにする。

ネットを縛るところがある場合は、

下の方で固定してください。

物干し等の棒をネットに取り付ける

と、すき間ができにくくなります。

ネットを縛るところがない場合も、

物干し等の棒をネットに取り付ける

と、すき間ができにくくなります。

ネットを上の方で固定すると、前方を重りで押さえても、

後ろと横にすき間ができてしまいます。
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３．ごみボックスについて

カラス除けネットを使用していても、ネットからごみがはみ出していると効果が

薄れます。

ごみボックスはネットよりもしっかりとごみを収納できるため、鳥獣等の被害防

止に効果があります。

ごみ集積場所にごみボックスを設置される場合は、必ず事前に収集業務課（電話

0586-45-7004）へご連絡ください。 

交通の妨げにならないこと、収集作業に支障がないことなど現地で確認させてい

ただきます。問題が無ければごみボックスの設置を進めていただけます。 

道路・歩道上に設置したごみボックスは、交通の妨げにならないように収集後速

やかに折りたたんでください。 

【設置例】 
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よくあるお問い合わせ（Ｑ＆Ａ）

１．カラス除けネットはどのように入手できますか。

町会長からのお申出いただければ、サンプルのネットを年度毎に各町内 2 枚ず

つお渡しします。世帯数に応じて若干追加してお渡しできる町内会もあります。サ

ンプルのネットは青色でサイズは2ｍ×3ｍです。集積場所に使用できるネットの

色や大きさに指定はありませんので、ホームセンターなどで売られている防鳥ネッ

トを使用していただいても結構です。

２．スプレー缶は穴を開けずに出していいですか。

スプレー缶・カセット式ガスボンベの穴あけは不要です。ただし、必ず中身を使

い切って、「空き缶・金属類」でお出しください。

どうしても中身を出せない場合は下記の場所にお持ちください。

回収場所 所在地 開設日時 

一宮市環境センター内 

北館リサイクル展示室 
奥町字六丁山52 

月～金曜日 

（祝日含む。ただし、5/3～

5、12/29～1/3を除く） 

午前 9時～午後4時 

一宮市環境センター 

（資源回収棟） 
奥町字六丁山52 

土・日曜日 

（12/29～1/3を除く） 

午前 9時～午後3時 

旧尾西清掃事業所 北今字堀田10 

一宮市社会福祉協議会 

大和事務所駐車場 

大和町宮地花池字

中道9-16 

一宮市障害者相談支援センター

あすか（コスモス福祉会）駐車場 

千秋町一色 

字東出16 

３．町内会入りしていない人はごみ集積場所を使えますか。

市としては、町内会に入る、入らないに関わらず、ごみの収集にうかがいます。

町内会入りしていない方の使用を拒むことなく、皆様でご協力いただきながら、

ごみの集積場所をご使用いただきますようお願いいたします。

４．違反ごみが絶えない場合はどうしたらよいですか。

集積場所看板（P3参照）の掲示や町内回覧などによるごみ出しルールの啓発を

図ってはいかがでしょうか。また、市では違反ごみ袋から住所・氏名が判明するも

のが見つかった時に排出者に直接指導を行っております。個別対応となりますので

収集業務課（電話0586-45-7004）までご連絡ください。

ただし、集合住宅専用のごみ集積場所については、市ではなく、その施設の管理

者に対処していただくことになります。
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